
松山市犯罪被害者等支援要綱 

平成２３年６月２８日 

要綱第８６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，犯罪被害者等基本法(平成１６年法律第１６１号)に基づき，本市に

おける犯罪被害者等の支援について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で，本市の区域内

に居住するものをいう。 

（窓口の設置） 

第３条 市は，市の関係する課等及び関係機関との調整を図り，犯罪被害者等からの相談

の対応，支援に関する情報の提供その他の犯罪被害者等の支援を行う窓口を設置するも

のとする。 

２ 前項の窓口は，市民生活課に置く。 

（支援の内容） 

第４条 市が実施する犯罪被害者等に対する支援の内容は，次のとおりとする。 

(1) 犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため，

犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ，必要な情報の提供及び助言を

行うこと並びに犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介すること。 

(2) 犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるよ

うにするため，その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が提供されるよう，必要な情報の提供を行うこと。 

(3) 犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定

を図るための必要な支援を行うこと。 

(4) 犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し，その安全を確保す

るため，又は犯罪被害者等の心身の状況に配慮するため，犯罪被害者等の被害に係る

手続，治療等に関し必要な情報の提供を行うこと。 



(5) 犯罪被害者等が置かれている状況，犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の

重要性等について市民及び職員の理解を深めるよう，教育活動，広報活動等を行うこ

と。 

(6) 犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにする

ため，心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害

者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する情報の収集，整理及び活用を行

うこと。 

（安全の確保） 

第５条 市は，関係機関と連携し犯罪被害者等が再び被害を受けることがないよう，犯罪

被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保を図るものとする。 

（支援を行わないことができる場合） 

第６条 市は，犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他犯罪被害者等の支援を行うこ

とが社会通念上適切でないと認められる場合には，犯罪被害者等の支援を行わないこと

ができる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

付 則 

この要綱は，公布の日から施行する。 


